
国立大学法人東京農工大学建物等管理細則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

別表1 

 

別表1 
 

区域名称 
建物等管

理責任者 

本部地区 財務部長 

府中地区(学生系事務棟、府中図書館棟、連合農学研

究科棟、農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス

教育研究センター(以下「FSセンター」という。)管理

棟、フィールドミュージアム(以下「FM」という。)府

中地区を除く。) 

農学府長 

府中図書館棟 

副館長府

中図書館

担当 

連合農学研究科棟 
連合農学

研究科長 

小金井地区(小金井図書館棟、欅寮、桜寮、小金井国

際交流会館、生物システム応用科学府棟、先端産学連

携研究推進センター棟及び科学博物館棟を除く。) 

工学府長 

小金井図書館棟 

副館長小

金井図書

館担当 

生物システム応用科学府棟 

生物シス

テム応用

科学府長 

区域名称 
建物等管

理責任者 

本部地区 

次長のう

ちから財

産管理役

が指名す

る者 

府中地区(学生系事務棟、府中図書館棟、連合農学研

究科棟、農学部附属広域都市圏フィールドサイエン

ス教育研究センター(以下「FSセンター」という。)

管理棟、フィールドミュージアム(以下「FM」とい

う。)府中地区を除く。) 

農学府長 

府中図書館棟 

副館長府

中図書館

担当 

連合農学研究科棟 
連合農学

研究科長 

小金井地区(小金井図書館棟、欅寮、桜寮、小金井国

際交流会館、生物システム応用科学府棟、先端産学

連携研究推進センター棟及び科学博物館棟を除く。) 

工学府長 

小金井図書館棟 

副館長小

金井図書

館担当 

 



先端産学連携研究推進センター棟 

先端産学

連携研究

推進セン

ター長 

科学博物館棟 
科学博物

館長 

FSセンター管理棟 

FSセン

ター長 

FM府中地区 

FM多摩丘陵地区 

FM本町地区 

FM津久井地区 

FM大谷山地区 

FM大谷山苗圃地区 

FM草木大谷山実習宿泊所地区 

FM草木地区 

FM唐沢山地区 

FM秩父地区 

FM秩父管理事務所地区 

学生系事務棟 

学務部長 

府中国際交流会館 

楓寮 

欅寮 

桜寮 

檜寮 

小金井国際交流会館 

生物システム応用科学府棟 

生物シス

テム応用

科学府長 

先端産学連携研究推進センター棟 

先端産学

連携研究

推進セン

ター長 

科学博物館棟 
科学博物

館長 

FSセンター管理棟 

FSセンタ

ー長 

FM府中地区 

FM多摩丘陵地区 

FM本町地区 

FM津久井地区 

FM大谷山地区 

FM大谷山苗圃地区 

FM草木大谷山実習宿泊所地区 

FM草木地区 

FM唐沢山地区 

FM秩父地区 

FM秩父管理事務所地区 

学生系事務棟 
次長のう

ちから財

産管理役

府中国際交流会館 

楓寮 

欅寮 



館山荘地区 

農学部栄町研究圃場地区 農学府長 

府中寮地区 

財務部長 
小金井宿舎地区 

レジデンス農工大地区(土地に限る。) 

府中幸町宿舎地区 
 

桜寮 が指名す

る者 檜寮 

小金井国際交流会館 

館山荘地区 

農学部栄町研究圃場地区 農学府長 

府中寮地区 次長のう

ちから財

産管理役

が指名す

る者 

小金井宿舎地区 

レジデンス農工大地区(土地に限る。) 

府中幸町宿舎地区 
    

附 則（平成31年4月1日規程第19号） 

この規程は、平成 31年4月1日から施行する。 


